
弘前市上下水道部上水道施設課

令和８年度　水道施設構内庭木管理業務

仕　　　様　　　書





第１条（適　用）

　　本仕様書は、弘前市上下水道事業弘前市長（以下「発注者」という。）が委託する表題の業

　務に適用する。

第２条（目　的）

　　本業務は、樋の口浄水場の庭木等の維持管理及び付属建築物の雪囲作業を行うものである。

第３条（法令等の遵守）

　１）受注者は、本業務の実施に当たり関係する法令、条例、規則等（以下「関係法令等」とい

　　う。）を遵守する。

　２）受注者は、資格等（資格、検定、認定等）を必要とする作業は、当該有資格者に行わせる

　　ものとする。

第４条（基本事項）

　１）本業務は、契約書、本仕様書及び図面に基づいて行う。

　２）本仕様書及び図面に明示されていない事柄であっても、本業務を遂行する上で、当然必要

　　なものは行うものとする。

　３）本仕様書等に疑義がある場合は、発注者と受注者との協議によりこれを決定する。

第５条（担当職員）

　　担当職員は必要に応じ業務の履行に立合い、受注者に対し指示等を行うことができる。

第６条（安全管理）

　１）受注者は業務の実施に当たり、関係法令等を遵守し労働災害、公衆災害等の防止に必要な

　　措置を講じ、常に安全管理に努めること。

　２）受注者は業務の実施に当たり、酸素欠乏危険箇所及び薬液等の漏洩が予想される箇所、高

　　所・地下並びに道路上での作業、その他特に危険が予想される箇所では事故防止に努めるこ

　　と。

　３）受注者は、火気を使用する場合、十分な防火措置を講じること。

第７条（衛生管理）

　　受注者は、樋の口浄水場での業務の実施に当たって、水道法等関係法令を遵守し、衛生管理

　に十分注意すること。

第８条（作業時間）

　　本業務の作業時間は、発注者の規定に従う。ただし、時間外作業を行う場合は事前に発注者

　の承認を得るものとする。

第９条（業務用工器具等）

　　業務用工器具及び作業用消耗品は、原則として受注者の負担とする。

第10条(業務実施用電力及び業務実施用水)

　　業務実施用電力及び業務実施用水は、原則として発注者より支給する。

第11条（工程等の打合）

　　受注者は、発注者と工程等について事前に打合せをする。

第12条（本業務対象施設）

　　本業務の対象施設は樋の口浄水場構内（弘前市大字樋の口町２７２の３）とする。

第13条（業務期間）

　　本業務委託期間は、契約締結日の翌日から令和８年１２月１８日までとし、「業務内容及び

　業務実施時期」及び「業務対象内訳」は別表による。



第14条（発生品の処分）

　　本業務で発生した枝や縄等については、受注者の責任により合法的に処分する。

第15条（事故等の不具合）

　　本業務実施時及び終了後、受注者の責任に帰する事故等の不具合については、受注者の責任

　と負担により速やかに処置し、担当職員の確認を得る。ただし、責任の所在が明確でない場合

　は、その都度、担当職員と受注者と協議のうえ決定する。

第16条（業務結果報告書）

　　受注者は、６月、８月、最終月のそれぞれの作業が終了した場合には、業務結果報告書とし

　て作業日報及び作業写真を作成し、速やかに発注者に提出しなければならない。

第17条（支払い請求）

　　本業務に伴う委託料の支払いは、６月、８月、最終月の３回の部分払いとして、それぞれの

　月までの作業終了をもって速やかに行うものとする。

第18条（作業管理）

　　本業務を行う施設は稼働中の施設であり、一部施設工事中のため、浄水場等の運転や工事に

　支障がないように作業を行うこと。

第19条（環境配慮）

　　弘前市が実施する環境配慮に係わる取り組みへの協力要請に対して、可能な限りこれに協力

　すること。なお、本仕様書で指定されている項目以外については、あくまでも協力のお願いで

　あり、取り組みを強制するものではない。

第20条（暴力団又は暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告義務）

　　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場

　合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行

　うものとする。

第21条（その他）

　　受注者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂行にあ

　たって「弘前市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。



第13条の別表　「業務内容及び業務実施時期」

第13条の別表　「業務対象内訳」
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本

本

本
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業務内容 実施予定月 摘　要

薬剤散布 ６月、７月、９月 年３回とする。

施設名称 木の種類等

樋の口浄水場 高木 ツゲ 2 低木 ツゲ 11

(幹周60cm未満) モミジ 1 イチイ 2

サワラ 20 ドウダン 18

イトヒバ　 1 サツキ 41

マツ 2 ツツジ 4

アオキ 3

モミジ 3

巡回管理 ６月、９月
年２回とし、異常が認められた場合には、直ちに担当職員へ報
告すること。対処方法については、担当職員と協議のうえ決定
する。

雪囲い解体 ４月又は５月
解体した資材は、保管場所へ運搬すること。なお、資材に不備
等を確認した時は、報告すること。

雪囲い設置 １１月～
保管場所内の資材を使用し、設置すること。なお、資材に不備
等を確認したときは、報告すること。

施肥作業 ６月、８月 年２回とする。

剪定作業 ７月～１１月 年１回とし、枝類は運搬・処分すること。

サワラ 1

26 83計計


